
（第８報） 

問合せ先：鳥羽市役所環境課環境保全係 TEL：0599-25-1147 

堅神火葬場の利用について（お願い） 

（新型コロナウイルス等の感染症予防対策及び火葬場業務について） 

 

 

国のガイドラインの改正に伴い、堅神火葬場の利用を下記のとおりとします。 

ご利用される皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程お願い申し上げます。 

 

【葬祭業者の皆様への感染症予防対策のお願い】 

●クラスター（集団）の発生及び感染拡大を防止するため、「３つの密（密閉・密集・密接）」を避ける          

ための取組みに、引き続きご協力をお願いいたします。 

●参列者同士が密集しないよう、隣のかたとの間隔をできるだけ広く確保してお座りいただくなど、ご配

慮をお願いいたします。 

 

【来場される皆様への感染症予防対策のお願い】 

●ご来場いただく皆様におかれましては、手指消毒等をお願いします。 

●ここ数日で微熱があるかたや、体調が優れないかたは、無理をせず、ご来場をお控えいただくようお        

願いします。 

●施設内では、職員の指示に従ってください。 

●飲食は原則禁止します。（ペットボトル程度なら可） 

 

※マスクの着用について 

●令和５年３月 13日から、マスクの着用が個人の判断に委ねられました。 

●火葬場職員については、感染予防対策として、引き続き、マスクの着用をしたままでの業務となりま  

すことをご承知おきください。 

 

【感染症死亡者の火葬】 

●原則、一般死亡者の火葬と同様とします。 

 

※  国や三重県の方針によっては変更の可能性があります。 

※ 令和５年５月９日の火葬場使用の受付から適用いたします。 

 

令和５年５月９日 

鳥羽市長  中村 欣一郎   


